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㈱
イ
ン
タ
ー
リ

ン
ク
は
10
月
26

日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
常
盤
橋
タ

ワ
ー
で
、
「
荷
主

と
運
送
人
の
責
任

範
囲
～
コ
ン
テ
ナ

受
取
拒
否
さ
れ
た

際
の
実
務
～
」
を

テ
ー
マ
に
、
東
京

海
上
日
動
と
共
催

で
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
た
。
講
師

は
、
弁
護
士
法
人

山
口
総
合
法
律
事

務
所
の
仁
井
稔
大
弁
護
士

と
星
英
樹
弁
護
士
が
務

め
、
受
荷
主
が
到
着
地
に

お
い
て
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の

引
取
り
を
拒
否
し
た
際
の

解
説
を
行
っ
た
。
当
日
は

フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
、
通
関
業

者
、
運
送
業
者
、
荷
主
ら

40
人
が
参
加
し
た
。

　
セ
ミ
ナ
ー
の
冒
頭
、
東

京
海
上
日
動
総
合
営
業
第

二
部
次
長
兼
営
業
第
一
室

課
長
の
藤
田
賢
徳
氏
が
あ

い
さ
つ
し
、
「
コ
ン
テ
ナ

受
取
拒
否
さ
れ
た
際
の
実

務
と
題
し
て
、
実
務
と
法

理
論
の
両
面
か
ら
荷
主
と

運
送
人
で
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
の
対
応
方
法
に
つ
い

て
仁
井
弁
護
士
・
星
弁
護

士
か
ら
ご
説
明
を
い
た
だ

く
。
日
常
で
の
皆
さ
ま
の

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
気
付

き
の
一
助
に
し
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
事
前
の
リ

ス
ク
に
対
す
る
備
え
に
つ

い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
リ
ン

ク
と
東
京
海
上
日
動
で
、

保
険
面
で
の
補
償
の
ご
提

案
と
事
故
が
発
生
し
た
際

の
損
害
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ

て
お
役
に
立
て
れ
る
よ
う

ご
支
援
を
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

　
講
演
で
は
、
仁
井
弁
護

士
が
受
取
拒
否
が
発
生
し

た
際
は
初
動
が
と
て
も
大

事
だ
と
し
た
上
で
「
ま
ず

は
着
地
・
発
地
で
の
状
況

確
認
、
荷
送
人
の
指
示
を

聞
く
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
こ
の
初
動
の
対
応
で

最
終
的
な
結
果
が
大
き
く

変
わ
っ
て
く
る
」
と
説
明

し
た
。

　
星
弁
護
士
は
留
置
権
競

売
の
仕
組
み
に
つ
い
て
説

明
し
、
「
引
き
取
り
手
が

い
な
い
貨
物
を
運
送
人
が

リ
ス
ク
な
く
処
分
を
行
う

た
め
に
留
置
権
競
売
を
行

う
こ
と
が
大
切
だ
」
と
し

た
。
ま
た
、
運
送
人
か
ら

荷
主
に
対
し
て
、
コ
ン
テ

ナ
が
引
取
拒
否
に
伴
う
費

用
（
保
管
料
・
コ
ン
テ
ナ

デ
マ
レ
ー
ジ
・
デ
ィ
テ
ン

シ
ョ
ン
等
）
を
荷
主
側
で

負
担
す
べ
き
こ
と
に
つ
い

て
、
運
送
開
始
前
に
見
積

書
や
契
約
書
で
説
明
し
て

お
く
べ
き
だ
と
し
た
。
さ

ら
に
、
こ
れ
ら
の
手
続
き

を
行
う
際
は
、
急
ぎ
の
場

合
で
も
書
面
や
メ
ー
ル
で

後
か
ら
確
認
が
で
き
る
よ

う
や
り
取
り
を
残
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
だ
と
強

調
。
契
約
関
係
や
各
国
の

法
律
な
ど
複
雑
に
事
情
が

絡
む
た
め
、
問
題
が
発
覚

し
た
際
は
速
や
か
に
弁
護

士
に
相
談
す
る
こ
と
を
勧

め
た
。
講
演
後
の
質
疑
応

答
で
は
、
質
問
が
多
く
寄

せ
ら
れ
た
。

荷
主
と
運
送
人
の
責
任
範
囲
テ
ー
マ
に
セ
ミ
ナ
ー

コ
ン
テ
ナ
受
取
拒
否
事
案
の
実
務
解
説

インターリンク、東京海上日動

左から星弁護士、仁井弁護士


